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番号 コメント内容 回答／対応 補足資料 

5 【設計想定事象関係】 

保安規定の添付、設計事象の発生時の手順について、許可での記載との整

合性について、詳細に説明すること。 

保安規定 添付１では、事業変更許可申請書に記載した設計事象の発生

時の手順と整合がとれた手順を定めている。 

ただし、以下に示す事項について、保安規定の記載を見直し、補正申請に

おいて対応する。 

・事業変更許可申請書に示した内部火災に関する対策から、火災を発見

した者に粉末消火器による初期消火を実施させるのは環境安全部長と

し、一方、火災が進展し非常時体制（緊急対策本部の設置）を取った

場合の粉末消火器による消火の継続又は水消火設備による消火活動へ

の切り替えを指示するのは所長とする整理をしている。現行の保安規

定の記載では、事象の進展による主体の変更が明確となっておらず、

実行性の観点から十分な記載となっていない。 

そのほか、同様の観点で保安規定の記載を確認し、適切なものに見直す。 
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